
新県立博物館開館後における 

経営向上懇話会の位置づけについて（案） 

 

 

三重県総合博物館（仮称）経営向上懇話会（以下「経営向上懇話会」といいます。）につ

いては、主に、新博物館の活動と運営に係る方針や体制の構築にあたっての意見をいただく

ことを目的としてきたことから、その存続期限については開館までを目処としてきました。 

 

■三重県総合博物館（仮称）経営向上懇話会 設置要綱（抄） 

（設置） 

第１条 三重県総合博物館（仮称）（以下「新県立博物館」という。）の効果的かつ効率的な経

営に向け、学識経験者や専門家等から総合的・俯瞰的な助言をいただくため、三重県総合博

物館（仮称）経営向上懇話会（以下「懇話会」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 懇話会は、新県立博物館に関する次に掲げる事項について意見の聴取を行う。 

一 経営（事業、広報、運営、評価等）に関すること。 

二 その他、必要と認めた事項に関すること。 

 （構成）  

第３条 懇話会の委員は、１０名以内で構成する。 

２ 委員の任期は、新県立博物館の開館の日までとする。 

 

一方、現在、開館後における活動と運営に関する評価の仕組みを検討しているところで

すが、開館後においても、引き続き経営的な視点が不可欠であることから、経営向上懇話

会と同様の機能を有する機関を設けていきたいと考えています。 

 

そこで、現状の経営向上懇話会は開館の段階で一旦解散し、改めて、博物館法第２０条

において「博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる

機関」として設置できるものとして規定されている「博物館協議会」へと発展させていき

たいと考えています。 

 

なお、新組織の具体的な役割や評価制度全体の中での位置づけなどについては、現在検

討している評価制度構築の進捗と合わせて、逐次報告させていただきます。 

資料２ 



■博物館法（昭和二十六年十二月一日法律第二百八十五号）（抄） 

（博物館協議会） 

第二十条 公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。 

２ 博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べ

る機関とする。 

第二十一条 博物館協議会の委員は、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。 

第二十二条 博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協議会に関

し必要な事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合

において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。  

 

■三重県総合博物館条例（案）（抄） 

（博物館協議会） 

第十四条 博物館法第二十条第一項の規定に基づき、博物館に三重県総合博物館協議会を置く。 

（組織） 

第十五条 協議会は、委員十五人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

 一 学校教育及び社会教育の関係者 

 二 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

 三 学識経験のある者 

 四 前三号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

３ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 第一項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四未満となら

ないものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでは

ない。 

（会長及び副会長） 

第十六条 協議会に、会長及び副会長各一名を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその

職務を行う。 

（会議） 

第十七条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 



（参考） 

 三重県立美術館協議会 三重県立図書館協議会  

 

 

設置根拠 ・博物館法 

・三重県立美術館条例 

・図書館法 

・三重県立図書館協議会条例 

設置年月日 昭和 57年 4月 1日 昭和 25年 12月 20日 

委員数 12名 10名 

所掌事項 ・美術館の運営に関し、館長の諮問に応ずる。 

・美術館の運営の円滑化のために協力をする。 

・図書館の運営に関し館長の諮問に応ずる。 

・図書館奉仕について館長に意見を述べる。 

委員  

千種 清美 フリーライター、皇學館大学非常勤講師 

速水 亨 速水林業代表 

松岡 正憲 百五銀行経営企画部広報 CSR課長 

宮田 茂一 伊賀市立青山中学校長 

石原 義剛 海の博物館長 

岡野 友彦 佐川記念神道博物館長、皇學館大学教授 

伊藤 英子 公益財団法人岡田文化財団 評議員 

中川 みはる 三重県立美術館友の会理事 

福田 進一 公益財団法人 三重県立美術館協力会 

藤田 万智子 三重県立美術館ボランティア 欅の会 

大津 了子 公募 

宮崎 正嗣 公募 
 

 

井村 正勝 井村屋グループ株式会社シニアフェロー 

速水 亨 速水林業代表 

高倉 一紀 皇學館大学文学部教授 

榎本 和能 三重県学校図書館協議会会長 

岡田 香 亀山市教育委員 

岸 葉子 紀宝町立鵜殿図書館司書 

坂倉 加代子 NPO法人四日市こどものまち理事 

桑野 みゆき 公募 

佐藤 ゆかり 公募 

福山 光幸 公募 
 

 


